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今後の若年者雇用に関する研究会ヒアリング

中小企業における人手不足
の現状等について

２０１９年１２月９日
日本・東京商工会議所 産業政策第二部

資料１



2人手不足等の状況について

○中小企業の最大の経営課題である人手不足は年々深刻化（2015年：50.3％→2016年：55.6％→2017年60.6％

→2018年：65.0％→2019年：66.4％）。今後、人手不足感が増すと回答した企業も過半数を超えている。

出典：日本商工会議所「人手不足等への対応に関する調査」（調査期間：2019年3月～4月）

（２）数年後（3年程度）の人員充足状況に関する見通し（１）人員の過不足状況（内側2015年度～外側2019年度）
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○業種別でみると、「介護・看護」が、６８．０％（２０１８年度）→７９．２％（２０１９年度）と、人手不足感が急
激に高まっている。また、「宿泊・飲食業」および「運輸業」における人手不足企業の割合が８割程度で
高止まりしており、深刻な状況。

○従業員規模別でみると、従業員規模が大きいほど、人員が「不足している」と回答した企業の割合が高く
なっている。

業種別・従業員規模別人手不足の状況

※グラフ上段は2019年度調査、下段は2018年度調査n= 2,775
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（２）人員の過不足状況（従業員規模別集計）（１）人員の過不足状況（業種別集計）

※グラフ上段は2019年度調査、下段は2018年度調査n= 2,775
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○全国９ブロック別でみると、２年連続で北海道の人手不足企業の割合が最も高い（２０１８年：７３．２％→２
０１９年：７４．４％）。

全国ブロック別人手不足の状況

※グラフ上段は2019年度調査、下段は2018年度調査n= 2,775

【９ブロック内訳】

■北海道：北海道 ■東 北：青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

■北陸信越：新潟県、富山県、石川県、長野県 ■関 東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県

■東 海：岐阜県、愛知県、三重県 ■関 西：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

■中 国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ■四 国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

■九 州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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出典：厚生労働省 ２０１７年「雇用動向調査」

【入職（転職）】

大企業→中小企業
４９万人

【入職（転職）】

大企業←中小企業
１０４万人

大企業

【入職（転職）】
大企業→大企業
１１１万人

【入職（未就業者）】

１６９万人
新規学卒者：８８万人

新規学卒者以外：８１万人

中小企業

【入職（転職）】
中小企業→中小企業

１２２万人

【入職（未就業者）】

１０２万人
新規学卒者：３８万人
新規学卒者以外６４万人

【無業の就業希望者８６２万人（そのうち求職者３３４万人）】

【男性】
３１７万人

（そのうち求職者１３７万人）

【６５歳以上高齢者】
２１８万人

（そのうち求職者４６万人）

【女性】
５４６万人

（そのうち求職者１９７万人）

【特定技能（１４分野）】

出典：総務省 ２０１７年「就業構造基本調査」

３４．５万人
（向こう５年間）

大企業と中小企業の転職、入職数の動向

○転職（大企業→中小企業、中小企業→大企業）、入職数の状況を見ると、中小企業の人手不足は構造
的な問題と言える。 ※本ページでは便宜上、３００人未満の企業を中小企業としている
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管理職経験者

一般職層・非専門的な人材

大学卒業新卒社員（院卒含む）

高校卒業新卒社員

即戦力となる中堅層・専門家

一定の経験を有した若手社員

中小企業が求める人材と人員が充足できない理由

○「人手不足」と回答した中小企業が求める人材は、「一定の経験を有した若手社員」、「高校卒業新卒社
員」、「大学卒業新卒社員（院卒含む）」など、若手人材に対するニーズが高い。

○人員が充足できない理由は、「立地地域に求めている人材がいない（そもそも人がいない）」の他、「産業
・職種に魅力がない」、「ミスマッチを感じて退職してしまう」など、多岐にわたる。

出典：日本商工会議所「人手不足等への対応に関する調査」（調査期間：2019年3月～4月）

（２）人員が充足できない理由（１）求める人材 n=1,842（対象：「人手不足」と回答した企業、％） n=1,842（対象：「人手不足」と回答した企業、％）

【カテゴリー①：そもそも採用できない】

【カテゴリー②：自社の処遇や制度、魅力】

【カテゴリー③：ミスマッチ、定着しない等】

※グラフ上段は2019年度調査、下段は2018年度調査
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7入社した会社を選んだ理由

○東京商工会議所会員の新入社員ビジネス基礎講座を受講した中堅・中小企業の新入社員を対象に「入
社した会社を選んだ理由」を尋ねたところ、「待遇（給与・福利厚生等）が良い」よりも、「仕事の内容がお
もしろそう」、「職場の雰囲気が良かった」、「自分の能力・個性が活かせる」との回答が多かった。

出典：東京商工会議所 2019年度中堅・中小企業の新入社員意識調査（調査期間：2019年3月～4月） n=1,100
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8採用選考活動に関するルールについて

2019年10月30日

就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議御中

日本・東京商工会議所

採用選考活動に関するルールについて

大学等の新卒における採用選考活動に関するルールは、
いわゆる「青田買い」等の防止を目的に、1953 年に企業と
大学との間で「就職協定」が定められた。以降、一時の空
白期間はあったものの、現在に至るまで一定のルールは存
在している。

採用選考活動に関するルールについて、日本商工会議所
は、1962年に「就職協定」が廃止された際に混乱が生じた
ことを受けて設置された検討の場から一貫して「採用選考
活動には何らかのルールが必要である」と主張してきた。

また、企業の人手不足は年々深刻化しており、直近の調
査では66.4％の企業が人手不足を訴えるなど、最大の経営
課題となっている一方で、特に中小企業には専任の人事・
労務担当者がいない場合が多いことから、採用選考活動が
早期化・長期化すると中小企業の負担が一層増加すること
が懸念される。

当所では、これまで会頭記者会見等を通じて標記に係る
見解を述べてきたが、改めて意見を申しあげる。

＜ルールの必要性＞
○現在の採用選考活動は、大企業の活動が終わった後に中
小企業の活動が本格化するのが実態である。特に、新卒採用を
実施している中小企業においても、計画通りに採用を充足でき
た企業は約３割に留まっている。

○また、中小企業では毎年人手不足が深刻化しており、直近の
調査では66.4％の中小企業で人手不足を訴える等、最大の経営
課題となっている。

○このような状況下において、採用選考に関する一定のルール
が廃止され、採用選考活動がさらに早期化・長期化した場合、学
生の混乱、さらには学業時間の確保を妨げる恐れがあるととも
に、中小企業に一層の負担が増加することが懸念される。

○従って、採用選考活動に関する何らかのルールは必要であり、
加えて、政府はルールを幅広く周知していくべきである。

○なお、商工会議所は、関係省庁連絡会議の決定事項を会員企
業へ広く周知していく。

＜ルールの策定主体＞
○採用選考活動に関するルールの策定は、「就職・採用活動日
程に関する関係省庁連絡会議（以下、関係省庁連絡会議）」で
検討することが望ましい。

＜広報・選考活動開始時期＞
○広報・選考活動開始時期は、関係省庁連絡会議で検討することが
望ましい。

○なお、当所は現状の時期について、特段の問題は生じていない
と認識している。



9新卒・若者雇用に向けた商工会議所の取組事例


